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平成２２年度介護職員処遇改善交付金キャリアパス要件等について

平成２２年度介護職員処遇改善交付金については、「介護職員処遇改善交付金事業実施

要領」（以下「国要領」という。）の４に基づき、キャリアパス要件等を平成２２年９月

末日までに届出を行い、平成２２年１０月以降のサービス提供分から要件等の適合状況に

応じた交付金が支払われることとなります。

（国要領４ キャリアパスに関する要件等 ～抜粋～）

平成２２年１０月以降に提供された介護サービスを根拠とする交付金の額について

は、次の一及び二に定める要件（以下「キャリアパス要件等」という。）の適合状況

に応じた所定の率（※）を介護報酬総額に乗じて得た額とする。

一 キャリアパスに関する要件 （中略）

二 平成２１年介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件 （中略）

※ 要件の適合条件に応じた所定の率：

① 「キャリアパス要件」「定量的要件」をすべて満たす対象事業者

② 「キャリアパス要件」「定量的要件」のいずれかを満たす対象事業者

③ 「キャリアパス要件」「定量的要件」のいずれも満たしていない対象事業者

キャリアパス要件等の適合状況

対象となるサービスの区分 に応じた交付率

（介護予防サービス及び基準該当サービスを含む）
①に該当 ②に該当 ③に該当

（ア） （イ） （ウ）

訪問介護
４．０％

夜間対応型訪問介護

訪問入浴介護 １．８％

通所介護 １．９％

通所リハビリテーション １．７％

特定施設入居者生活介護
３．０％

地域密着型特定施設入居者生活介護

認知症対応型通所介護 ２．９％ (ア)の率 (ア)の率

小規模多機能型居宅介護 ４．２％ ×０．９ ×０．８

認知症対応型共同生活介護 ３．９％

介護福祉施設サービス

地域密着型介護老人福祉施設 ２．５％

短期入所生活介護

介護保健施設サービス
１．５％

短期入所療養介護（老健）

介護療養施設サービス
１．１％

短期入所療養介護（病院等（老健以外））
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１ キャリアパス要件・定量的要件について

（１）キャリアパスに関する要件

Ⅰ 次の①から③までに掲げる要件すべてに該当していること。

① 介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。

② ①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的

に支払われるものを除く。）について定めている。

③ ①及び②の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、す

べての介護職員に周知している。

Ⅱ Ⅰによりがたい場合（※）はその旨をすべての介護職員に周知した上で、次に掲

げる要件に該当していること。

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の

ための目標及び次の①又は②に掲げる具体的な取り組みを定め、すべての介護職

員に周知していること。

① 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施（OJ

T、OFF-JT等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。

② 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、

費用（交通費、受講料等）の援助等）の実施

※ 「よりがたい場合」とは（介護職員処遇改善交付金Ｑ＆Ａ（Vol.２） 問８）

「よりがたい」理由としては、例えば、「少人数の事業所でありポストが限ら

れていることからキャリアパスの概念を賃金体系に当てはめることが困難であ

る」「法人の運営理念になじまない」「現在人事給与体系の整備中である」等が

想定される。

なお、「よりがたい」旨については、その理由の如何を問わず、適切にすべて

の介護職員にその旨が周知されていることが要件である。

参考：キャリアパスとは何か

会社における職種、役職をどのような道筋であがっていくのかを示したもの。

会社においては、将来の経営展望に見合った人材を体系的に示し戦力を確保

すること、また、社員個人に対しては、明確な目標を与え公正な評価を行うこ

とにより、人材の活性化を図ることを目的としています。

具体的には、目標達成管理、能力開発、人材育成、教育研修、能力業績主義

賃金などが総合的に盛り込まれ、社員は自己の能力を伸ばしながら業績に貢献

し、例えば５年後はどんな姿で仕事をしているのかなど、将来像が描きやすく

なります。

（２）平成２１年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件

これまで申請時においては、「平成２１年４月以降に実施した（又は実施予定の）

賃金改善以外の処遇改善事項」について、１件以上の記載を求めていたところですが、

平成２２年度以降は、実際に実施した内容及びそれに要した概算額を記載していただ

くこととなります。

平成２１年４月の報酬改定を踏まえた賃金改善以外の処遇改善について実施し、以

下の要件を満たした届出を行います。

次に掲げる事項をすべての介護職員に周知していること。

・平成２０年１０月から届け出を要する日の属する月の前月までに実施した、平

成２１年４月の介護報酬改定を踏まえた処遇改善（賃金改善を除く。）の内容

・当該改善に要した費用の概算額



- 3 -

（参考：別紙様式６ （２）定量的要件 記入欄 ～抜粋～）

（注１）平成２１年４月報酬改定は、「介護従事者の処遇改善のための緊急特別対

策」として、３％アップが図られたものです（平成２０年１０月閣議決定）。

この趣旨を踏まえた処遇改善を実施していること。

（注２）平成２０年１０月から、届出を要する日の属する月の前月（既に承認を受

けている事業者又は９月までに承認を受ける予定の事業者は、平成２０年

１０月から平成２２年８月）までの間に実施した処遇改善であること。

（注３）介護職員に対して実施した賃金改善以外の処遇改善であること。

（注４）承認申請時の処遇改善計画書における「平成２１年４月以降に実施した

（又は実施予定の）賃金改善以外処遇改善事項」の内容とは、必ずしも一

致する必要はありません。

（注５）当該概算額は、既に実施した事項の総額を記載することを要件としてお

り、実績報告時の確認対象とはなりません。

２ 届出内容について

（１）キャリアパス要件等届出書の作成単位

キャリアパス要件等届出書は、原則として介護職員処遇改善計画書作成単位で作成

してください。ただし、事業所ごとに要件等が異なる場合は、事業所単位で作成して

ください。

（２）届出期限

交付金対象事業者 届出期限

既に承認を受けている事業者 平成２２年９月３０日（木）（消印有効）

平成２２年９月以降に申請する事業者 承認申請書と一緒に提出

〔期限までに届出があった場合〕

期限（上記表）までに別紙様式６のキャリアパス要件等届出書を県に届出した場

合、要件等の適合状況に応じた交付率（本資料Ｐ１）により交付金が算定されます。

〔期限までに届出がなかった場合〕

届出期限を過ぎても別紙様式６のキャリアパス要件等届出書の届出を行わない場

合には、キャリアパス要件等を満たさないものとして交付率が決定されます。（本

資料Ｐ１の表（ウ）の区分）

( ) 平成２１年４月介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件について2
（※）太枠内に記載すること。

① 平成２０年１０月から現在までに実施した事項について必ず１つ以上に○をつけること（ただし、記載するにあたって

は、選択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と明らかに重複する事項を記載しないこと ）。

賃金体系等の人事制度の整備 ・ 非正規職員から正規職員への転換 ・ 短時間正規職員制度の導入
処遇全般 昇給又は昇格等の要件の明確化 ・ 休暇制度、労働時間等の改善 ・ 職員の増員による業務負担の軽減

その他( )

人材育成環境の整備 ・ 資格取得、能力向上のための措置
教育・研修 能力向上が認められた職員への処遇、配置の反映

その他( )

出産、子育て支援の強化 ・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化
職場環境 事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成 ・ 介護補助器具等の購入、整備等

健康診断、腰痛対策、こころの健康等の健康管理面の強化 ・ 職員休憩室、喫煙スペース等の整備
労働安全衛生対策の充実 ・ 業務省力化対策
その他( )

その他

①に要した費用の概算額について②

主たる経費の名称（例：委託費、人件費、物品購入費等）

平成 年 月から現在までに要した費用の額 円20 10
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なお、上記届出期限を過ぎてから、キャリアパス要件等を満たす旨の届出を行っ

た場合には、当該届出日の翌月以降の介護サービスに関する交付金の額に届出内容

が反映されます。

〔届出後に交付率の区分等に変更が生じた場合〕

交付率が変動する場合又はキャリアパスに関する要件間の変更（本資料Ｐ２のⅠ

とⅡの間の変更）があった場合は、変更届出書により、その旨を届け出てください。

この場合、当該届出日の翌月以降の介護サービスに関する交付金の額に届出内容

が反映されます。

〔平成２３年度承認申請時におけるキャリアパス要件等届出書の取り扱いについて〕

交付金を受けようとする事業者が、前年度に対象事業者の承認を受けており、か

つ、別紙様式６のキャリアパス要件等届出書を提出している場合において、当該届

出書の内容に変更がないときは、その提出を省略することができます。

３ 届出の必要書類

○別紙様式６ キャリアパス要件等届出書

○届出内容により求められる添付書類

「キャリアパス要件等届出に係る添付書類等一覧」のとおり（次ページ参照）

（注） キャリアパス要件等届出書は、すべての介護職員に周知した上で提出し

なければなりません。

介護職員処遇改善交付金Ｑ＆Ａ（Vol.２）

問１ キャリアパス要件等届出書の添付書類について

キャリアパス要件等届出書に必ず添付すべき書類は要件（Ⅱ）において

「資質向上のための計画」を定めることとした場合の、当該計画書のみで

ある。これは、キャリアパス要件等届出書はすべての介護職員に周知した

上で提出することとなっており、例えば要件（Ⅰ）を選択した際は、すべ

ての介護職員が当該任用要件や賃金体系を定めた書面を閲覧可能である

し、その他の内容についても実際に介護職員が説明あるいはその恩恵を受

けるものであるからである。

また、当該「周知」については、基本的には届出書に周知した旨の証明

を事業者の責任で行うこととしているが、労使協定や労働協約等を締結し

た事業者は、当該事実が確認できる書面を添付する等、必要に応じて参考

となる資料を添付することも考えられる。

なお、要件（Ⅰ）においては、「就業規則等の明確な根拠規定を書面で

整備することをその要件としているが、現行の就業規則で要件（Ⅰ）を満

たす事業者は新規に提出する必要はなく、本要件を満たすため新たに就業

規則の改正を行った事業者は、実施要領１１の三の規定により変更の届出

を行うこととなっていることに留意すること。

※ キャリアパス要件等届出書は青森県庁ホームページからダウンロードできます。
キャリアパスモデルも参考にしてください。

介護保険情報／介護サービス事業者関連／介護職員処遇改善交付金について
http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/kaigoshokuin-shogukaizen.html
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【キャリアパス要件等届出に係る添付書類等一覧】   

       

 キャリアパ

ス要件 
必要書類・必要な記載内容 

県への提出等 

 状 態  提出の要・不要等 

 

Ⅰ 

任用等の要

件、賃金体

系等につい

て根拠規定

を定めてい

ること 

就業規則 申請時に添付書類として提出済 ⇒ 添付書類の提出不

要 

 

申請時に提出していない 

（小規模事業所等で就業規則を

定めていない場合） 

⇒ 要件を満たす内規

等提出が必要 

 

本要件を満たすために、新たに

就業規則の改正を行った場合 

⇒ 変更届手続により

改正後就業規則を

提出 

 Ⅱ 

介護職員と

意見交換し

ながら、資

質向上のた

めの目標や

取り組みを

定めること 

Ⅰの要件を満たせない場合 別紙様式６(1)Ⅱ④の欄に記載   添付資料不要 

様式に内容を記載 

 

介護職員との意見交換を踏

まえた資質向上のための目

標 

別紙様式６(1)Ⅱ⑤の欄に記載   

 

ア
・
イ
の
い
ず
れ
か
を
選
択 

ア 資質向上のための

計画書 

「資質向上のための計画書」を

策定 

⇒ 添付書類の提出が

必要 

 

ただし、訪問介護の特定事業所

加算を算定している場合 

情報公表で従業者の計画的な教

育、研修等の実施状況が確認で

きる場合は提出不要 

⇒ 提出不要 

 

イ 資格取得のための

支援内容 

 

(例) 

・研修受講のための勤務

シフトの調整 

・休暇の付与 

・費用（交通費、受講料

等）の援助 等 

別紙様式６(1)Ⅱ⑥の欄に記載 ⇒ 添付資料不要 

様式に内容を記載 
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【キャリアパスモデル】

「在宅介護サービス業における介護職員のキャリアパスモデル例等」（日本在宅介護協会）



- 7 -



- 8 -



- 9 -



- 10 -

「介護保険事業を経営する社会福祉法人における職員のキャリアパスの構築にむけて

～キャリアパスガイドライン～」

（全国社会福祉施設経営者協議会介護保険事業経営委員会）
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「介護従事者のキャリアアップシステム導入・活用推進のための事業報告書」

（全国老人保健施設協会）


